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[議案] 

１．農地法第３条の規定による許可申請 
２．下限面積（別段の面積）の設定について 

[報告] 

３．農地法第５条第１項第６号の規定による届出 
[その他] 

４．平成２３年度の活動の点検評価及び平成２４年度の活動計画について 
５．平成２５年度県農林業施策並びに予算に関する要望について 

会議の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長：それでは、ただ今から、平成２４年第３回定例総会を開会いたします。 

    欠席委員は、４番石黒委員１名です。 

    出席委員は８名中７名で、定足数に達しておりますので、総会は成立して 

    おります。 

    本日の議事録署名人に、２番石塚委員と５番藤井委員を指名いたします。 

    本日の議題は、お配りの総会次第にありますとおり、農地法第３条の規定 

    による許可申請ほか、全５件であります。 

会 長：初めに、農地法第３条の規定による許可申請について、議案番号２号及び 

    ３号は関連案件ですので、２件一括して上程いたします。事務局より議案 

    の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号２，３号を朗読） 

    まず、２号の案件ですが、借受人が農業規模の拡大をするにあたり、人手 

    不足の実姉の農地を使用貸借するものです。借受人の耕作状況については 

    ご夫婦２人で農業に常時従事しており、トラクター等の大型機械も所有し 

    ネギ、白菜等露地野菜を栽培しております。申請地までの通作距離は約 

    ８００ｍで、徒歩でも約１０分の所にあります。また、寒川町農業委員会 

    が定める下限面積である４０アールを超えることとなり、今回の権利の設 

    定による周辺農地への影響はありません。以上のことから、農地法第３条 

    第２項各号には該当しませんので、許可条件の全てを満たしていると考え 

    られます。 

    続いて３号の案件ですが、譲渡人が人手不足に加え、他の耕作地と離れて 

    おり耕作が困難になっているため、規模拡大をしたい譲受人に所有権を移 

    転するものです。耕作状況においては、申請地までの通作距離が約４００ 

    ｍ、徒歩で約５分ということ以外は２号の案件と同じです。したがって、 

    当案件も農地法第３条第２項各号には該当しませんので、許可条件の全て 

    を満たしていると考えられます。なお、両案件とも譲受人の住所地である 

    当町の農地について権利を設定、若しくは移転をする案件のため、寒川町 



 

 

    農業委員会会長の許可案件となります。 

会 長：続いて、地区担当の栗田委員から、現地調査の結果並びに補足説明をお願 

    いします。 

１ 番：先日３月２２日に事務局職員と現地を確認に行きました。譲受人は４０年 

    くらいに渡ってハウストマトを中心に耕作をやってられてたのですが、こ 

    こでハウスを解体していたのでどうするのかと思ってました。そこで、２ 

    号案件ですが、お姉さんのご主人が亡くなられて大変になったところで、 

    弟の方から話しを持って行ったようです。３号の案件の譲渡人は、同じく 

    ハウストマトを栽培している人で、同業者ということで話しがまとまった 

    とのことです。条件の方は、先程事務局が説明したとおり満たしておりま 

    す。 

会 長：ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの説明に 

    ついて、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号２号及び３号に 

    ついて、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

会 長：では全員賛成ですので、議案番号２号及び３号は原案のとおり許可証を 

    交付することに決定いたします。 

    次に、下限面積（別段の面積）の設定について、議案番号４号を上程いた 

    します。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局：（議案番号４号を朗読） 

    当案件につきましては、ここで年度も替わることから、あらためてご審議 

    をお願いするものです。参考資料として２０１０農林業センサスから抜粋 

    して作成しました１０アールきざみの総農家数の表と隣接市の下限面積 

    一覧表を添付しております。 

会 長：ありがとうございました。これより、質疑に入ります。ただいまの説明に 

    ついて、発言のある方は挙手願います。 

７ 番：下限面積が４０アールから３０アールになることで、デメリットは何かあ 

    るのでしょうか。 

事務局：デメリットと言えるかどうかわかりませんが、３０アールになれば今まで 

    よりも小規模の農家が新たに農地を取得できることになりますので、農地 

    の集約化という点では後退するといえるかもしれません。ただ、統計でも 

    明らかのようにそのままでも農地面積の少ない農家が増えており、少しで 

    もやる気のある農家に権利を移してあげたいことを考えれば、致し方がな 

    いのではと思います。 

会 長：その他、ご意見、ご質問はありますか。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：よろしいでしょうか。それでは採決いたします。議案番号４号について、 

    原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

会 長：では全員賛成ですので、議案番号４号は原案のとおり決定いたしました。 

    次に、報告事項に入ります。報告番号１５号から１７号の農地法第５条 

    第１項第６号の規定による転用届出について、事務局より報告事項の朗読 

    と、説明をお願いします。 

事務局：（報告番号１５～１７号を朗読） 

    いずれも添付書類も含め完備しておりましたので、事務局長専決により、 

    書類を受理いたしました。 

会 長：ただいまの報告について、発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 



会 長：よろしいでしょうか。特に発言が無いようですので、届出の報告事項に 

    ついては了承されたことといたします。 

    最後に、その他として、平成２３年度の活動の点検評価及び平成２４年度 

    の活動計画について、及び平成２５年度県農林業施策並びに予算に関する 

    要望について、事務局より説明をお願いします。 

事務局：前回の総会後に素案として提示したものに、皆さんのご意見等を参考に、 

    別添のとおり作成いたしました。それぞれここでご承認いただければ、 

    活動の点検評価及び活動計画の方は、町のホームページ上で公表し地域の 

    農業者等から意見及び要望等を募集いたします。県農林業施策並びに予算 

    に関する要望については、湘南地区農業委員会連合会に報告をしてとりま 

    とめていただくことになっております。よろしくご審議をお願いいたしま 

    す。 

会 長：ありがとうございました。ただいま説明がありました両案件について、 

    発言のある方は挙手願います。 

（委員より意見、質問なし） 

会 長：それでは、両案件とも承認するということでよろしいでしょうか。 

（「異議無し」の声） 

会 長：では、事務局の方で手続きを進めて下さい。 

    以上をもって、平成２４年第３回寒川町農業委員会定例総会を閉会いたし 

    ます。 

資  料 １．平成２４年第３回定例総会議案及び位置図 

 

 議事録署名人（２番）石塚雄司      議事録署名人（５番）藤井 彰       

本議事録は、平成２４年４月２５日、承認・署名を得て確定しました。 


